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令和５年度普通会計定期監査結果（後期）及び 

行政監査の結果に係る措置について（通知） 

 

令和６年３月 21 日付 R05-21000-01236 にて提出された監査結果に基づき、別紙

のとおり措置を講じましたので通知します。 

 

 

 



番号 部局名 機関名 監査の結果 講じた措置

1
地域振
興部

五島振興局
管理部
総務課
建設部
道路課

　一般国道384号外5線道
路清掃業務委託（路面清
掃）において、予定価格
等をランダム化により決
定することを告知してい
ない。
　また、委託業務により
生じた産業廃棄物の処分
について、県が排出事業
者として処理を行ってい
ない。

　電子入札システムを使用する委託業務（建設関連
業務委託）は、入札執行通知書をシステムで作成す
る際、ランダム化について自動で標記されるように
なっておりますが、今回の案件は電子入札システム
を使用しない委託業務（事務委託）だったため、入
札執行通知書を作成する際にランダム化についての
記載を失念したものです。
　電子入札システムを使用しない案件については、
決裁欄にランダム化について明記が必要か否かの
チェック欄を設け、決裁ラインにおいても複数人で
確認できるよう改め、再発防止に努めてまいりま
す。
　また、路面清掃業務に係る廃棄物の取り扱いにつ
いては、道路維持課から通知が出ていたことを失念
していたため発生したものです。今後は通知に従い
適切に処理を行ってまいります。

2
地域振
興部

五島振興局
上五島支所
総務課

　履行証明書の交付にお
いて、事実の証明手数料
を徴していない。

　上五島支所管内県公舎建築物及び建築設備点検業
務委託において、受注者から契約保証金の免除を申
請するための履行証明書の交付を求められた際、
誤って事実の証明手数料を徴収することなく対応し
たものです。
　今後同様の事案が発生した場合は、履行証明書で
なくても契約書と公金支出情報の写しで代用可能で
あることを案内するとともに、適正な事務の執行に
努めてまいります。

3
地域振
興部

五島振興局
上五島支所
総務課

　灯油単価契約のFAX見積
において、見積執行通知
書に代表者印を押印すべ
きことなどを記載してい
ない。

　灯油単価契約のFAX見積において、見積執行通知書
に「提出する見積書には代表者印を押印すること」
との記載を怠り、代表者印がなく会社印のみが押印
された見積書を有効として取り扱っていたもので
す。
　本指摘を受け、課員に対し、入札・契約事務マ
ニュアルに沿った見積執行通知書を周知し、適正な
作成を共有いたしました。
　今後は、入札・契約事務マニュアルを十分確認
し、決裁時のチェックを徹底するなど、適正な事務
処理に努めてまいります。

4
地域振
興部

壱岐振興局
管理部
総務課

　消耗品等出納簿（切
手）において、帳簿と現
物の残数量が一致してお
らず、物品管理者及び出
納員の確認が不十分であ
る。

　監査終了後直ちに使用状況と現物の残数を再確認
し、消耗品等出納簿を修正致しました。
　今後は、このようなことがないように物品管理規
則を遵守し、消耗品等出納簿については、物品管理
者と出納員の現物確認を徹底致します。

5
地域振
興部

対馬振興局
管理部
総務課

　消耗品の購入におい
て、無効な見積書を有効
と取り扱っている。

　FAXによる見積合わせを行った際、法人印のみで代
表者印が無いことを見落とし決定としたものです。
　予備監査終了後の令和５年９月に班内で関係規程
を確認し共有しました。
　今後同様の誤りが無いよう十分に注意し事務の遂
行に努めてまいります。

令和５年度　普通会計定期監査（後期）結果 （指摘）に係る措置（様式２－１）
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6
福祉保
健部

五島振興局
上五島支所
保健部
企画保健課

　新型コロナウイルス感
染症宿泊療養者等移送業
務委託において、支払金
額が過大となっている。
　また、業務時間外分の
支払条件の定めが不明確
である。
　さらに、積算根拠が不
十分である。
　加えて、契約書に仕様
書を添付しておらず、契
約内容が不明確である。

　本事案は、契約相手方が従事した時間外勤務にお
いて、本来は1か月分の累計時間を基に算出すべきも
のを従事日毎に算出していたため、支払金額が過大
となったものです。また、土日搬送における算出根
拠が契約書上不明瞭となっておりました。
　なお、過払い分については、契約相手方へ返還を
求め、令和６年３月１２日に納付が完了していま
す。
　今後、同様の委託契約の履行にあたっては、実態
に即して確実な手続きを行うよう、入札・契約事務
マニュアルに基づき適正な執行に努めてまいりま
す。

7
福祉保
健部

西彼福祉事
務所

　債務者の住所等の現況
確認を行っていない。
　また、確実な時効更新
措置が講じられていな
い。
　加えて、収入未済額に
比べて少額の分納が続い
ていることから、分納額
の増額を働きかけるな
ど、早期の回収等に努め
るべきである。

　債務者の住所等の現況確認を行い、状況に変動は
生じていないことを確認しました。
　また、時効の更新につきましては、平成２１年３
月に本庁こども家庭課が顧問弁護士に相談した事例
において、「口頭等で独立した債権の全体額を説明
し、債権の全体額を承知した上で、どれか一つの債
権に対して納入すれば、債権が独立したものであっ
ても、全ての債権の時効が中断していると捉えて構
わない」との助言を受けており、本事例についても
この助言に基づき催告・納入状況等を確認した結
果、「全体額を承知したうえでの納入と判断しても
問題ない」との回答を受けており、平成８年度分債
権に対して分割納入が継続されていることから、平
成８年度～平成１４年度の債権全体に対して時効更
新されているものと認識しています。
　当該案件は、債務者の金銭管理者である実姉を介
して債権回収を行っていますが、円滑な債権回収に
困難を来している事案であり、債権管理室への業務
移管の手続きを進めています。

8
福祉保
健部

佐世保こど
も・女性・
障害者支援
センター

　庁舎清掃業務委託にお
いて、再委託の承認がさ
れていない。

　庁舎清掃業務委託における貯水槽の点検・整備に
ついて、県の承諾を得ずに受託業者以外の業者が水
質検査を実施していたものです。
　今後、業務を委託する業者に対し、再委託を行う
場合には、事前に県の承諾を得る旨について周知を
徹底し、再委託の有無を確認します。
　なお、令和５年５月に新庁舎へ移転したため、現
在貯水槽はありませんが、今後、委託業務に関して
は、再委託の周知・確認を徹底する等、適正な処理
を行います。
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9
福祉保
健部

こども医療
福祉セン
ター

　障害福祉使用料におい
て、時効更新措置がとら
れずに時効期間が経過し
ているものがある。

　ご指摘がありました債権については、関係課にも
相談しながら徴収を進め、令和元年度に現地訪問
（離島）による督促にて一部収納があったものの、
以降は相手方と連絡が途絶え、継続して接触を試み
ましたが、その機会が得られないまま時効の期限が
到来したものです。
　電話・文書による督促通知は行っていましたが、
簡易裁判所へ支払督促の申立てを行い、時効を更新
するという手段については、把握しておりませんで
した。
　今後は同様の案件が発生した場合には、関係課へ
の債権移管も視野に入れて未収金対策を行っていき
ます。
　なお、ご指摘がありました債権については、令和
６年３月２９日付で不納欠損処理を行いました。

10
こども
政策局

開成学園

　プール濾過器保守点検
業務において、一部業務
が実施されなかったにも
かかわらず、減額変更契
約が行われていない。

　実績報告書の確認が不十分だったため、変更契約
を締結していなかったものです。未実施分について
は委託業者と協議し、令和５年１２月に返納処理を
行いました。
　今後は、業務の履行状況を適切に確認したうえ
で、必要に応じて変更契約を行うなど、適正な事務
処理を行います。

11
こども
政策局

開成学園

　産業廃棄物収集・運搬
及び処分業務２件におい
て、仕様書を作成してい
ない。
　また、予定額積算にお
いて、産業廃棄物税相当
額が含まれていることが
不明確である。

　業者には口頭で説明を行っていたため、仕様書を
作成していなかったものです。今後は契約内容を明
確にするため仕様書を作成するとともに、予定価格
の積算資料の中に産業廃棄物税相当額の欄を設け、
計上されていることが明確になるように改善しま
す。

12
こども
政策局

開成学園

　燃料購入契約におい
て、FAX見積が同価の場合
のくじによる契約相手の
決定手順を誤っている。

　ＦＡＸ見積において最低見積価格が同価だった場
合の契約相手の決定手順について認識が誤っていた
ものです。再発防止のため、決裁文書にくじによる
決定方法が記載されたマニュアルを添付し、決定方
法に誤りがないか確認を徹底します。

13
こども
政策局

開成学園

　消防設備（非常用電源
装置）改修外１件におい
て、見積書を徴取してい
ない。

　一者見積もりのため、参考見積書とは別に見積書
を再度徴取する必要がないと考えていたものです。
今後は財務規則等に基づき適正な事務処理に努めて
まいります。
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14
こども
政策局

開成学園

　給食材料単価契約にお
いて、仕様書を作成して
おらず契約内容が不明確
となっている。
 　また、年度予算成立前
に見積執行通知を行って
いる。
　さらに、履行期間初日
以降に承諾書を徴してい
る。

　見積書様式に規格を記載していたため、仕様書を
作成していなかったものです。今後、契約内容を明
確にするため令和６年度契約分からは仕様書を作成
します。また、新年度予算が成立したことを確認す
るため定例県議会スケジュール及び議決通知を添付
し、議決日を確認のうえ見積執行通知を発出すると
ともに、履行期間初日以前に承諾書を徴取します。

15
産業労
働部

長崎高等技
術専門校

　学生寮のベッドマット
交換において、産業廃棄
物処分許可を有していな
い納入業者に不用となっ
た既存のベッドマットの
処分を依頼している。

　学生寮から排出される廃棄物について、一般廃棄
物と誤認したことにより発生した案件です。産業廃
棄物としての処理の必要性を認識し、令和５年１２
月からは産業廃棄物処理業者に委託して処理を行い
ました。今後、産業廃棄物としての処理の必要性を
組織内で共有し、再発防止に取り組みます。

16
産業労
働部

長崎高等技
術専門校

　前回指導したにもかか
わらず、消耗品等出納簿
（現金領収書）におい
て、使用していない月の
残数の記載がなく、物品
管理者及び出納員による
確認、押印がなされてい
ない。
　また、消耗品等出納簿
（切手・R5年度）におい
て、物品管理者及び出納
員による確認、押印がな
されていない。

　前回の指導内容について組織内での共有が不十分
であったため、今回同様の指摘を受けたものです。
　指摘を受けた後、これまで消耗品ごとに別冊で管
理していた出納簿を１冊にまとめ、全消耗品を一括
管理するよう改めました。今後も組織全体で物品取
扱規則等を再認識し、適正な物品管理事務に努めま
す。

17
産業労
働部

佐世保高等
技術専門校

　公金支出情報システム
において、個人名を表示
しているものがある。

　指摘を受けた後直ちに会計課財務システム班に要
請し、令和５年１１月１４日に是正しています。な
おその後は、確認体制を強化して再発防止に努めて
います。

18 水産部
県央振興局
建設部
管理課

　有喜漁港海岸環境整備
施設管理委託外１件にお
いて、再委託の承認が不
十分である。

　再委託承認は行っておりましたが一部の業務に関
し、再委託承認時に申請・承認書共に記載が漏れて
いたものです。今年度については市へ指導し、追認
を行いました。
　今後は市との契約時に十分かつ綿密な協議を行
い、再発防止に努めてまいります。

19 水産部
五島振興局
農林水産部
水産課

　出漁負担軽減対策事業
費補助金において、補助
対象経費としていない消
費税及び地方消費税を含
めて交付決定している。

　補助対象外となる消費税及び地方消費税分につい
ては、令和５年１１月に返還手続きを行いました。
今後は補助対象経費として認められる経費であるか
十分注意したうえで確認し、処理を行ってまいりま
す。
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20 水産部
壱岐振興局
農林水産部
水産課

　前回、局内他課の監査
で指導したにもかかわら
ず、証紙収入実績簿にお
いて、実績がある月の月
計及び累計を記載してい
ない。

　前回の局内他課の監査結果における指摘・指導事
項について、局内で共有されていたにも関わらず、
その内容に対する認識が不十分であったため発生し
た案件です。
　監査終了後、直ちに規則に基づく様式により、実
績のある月の月計及び累計を記載し、是正しまし
た。
　今後は、証紙条例及び施行規則を遵守し、月計及
び累計の記載の徹底を図ってまいります。
　また、局総務課から監査結果を共有するため、局
部課長会等を通じて各所属へ周知し、併せて、総務
課長から監査報告事項に関する文書通知を局内向け
へ発出し、共通事務を行う担当者への情報共有を行
い、再発防止に努めてまいります。

21 水産部
対馬振興局
建設部
管理課

　対馬地区海岸漂着物等
地域対策推進業務委託２
件において、必要な資格
を有する他業者がいるに
もかかわらず、一者随意
契約を行っている。
　また、うち１件におい
て、変更契約書に県側の
公印が押印されていな
い。

　必要な資格を有する業者が一者だけと誤認してい
たため、発生した案件です。今後は資格を有する者
が複数いないかの確認を確実に行い、適正な事務処
理に努めてまいります。なお、令和４年度に資格を
有していた２者のうち１者の代表者が令和５年度に
亡くなったため、当該業者に廃業予定である旨の聞
き取りを行い、令和５年度においては必要な資格を
有する業者１者と随意契約を行いました。
　また、変更契約書への公印の押印漏れについて
は、変更契約書に振興局長印を押印する際に、割印
はしたものの契約印の押印を漏らしていたもので
す。担当する経理班職員に対し事例を踏まえた周知
と注意喚起を行いました。今後は、財務規則等に基
づき適正な事務処理に努めてまいります。

22 農林部
県央振興局
農林部
農業企画課

　狩猟免許申請におい
て、個人番号が記載され
た文書を保管している。

　狩猟免許申請の添付書類として申請者から誤って
個人番号が記載された住民票（写）が提出され、県
においてこれに気付かず受付・保管していたとこ
ろ、これが法律で制限される特定個人情報（個人番
号）の収集・保管にあたるとして指摘を受けたもの
であります。
　保管していた個人番号が記載された住民票（写）
は、住所確認のために添付されたものであるため、
個人番号が明らかに読み取れないよう黒く塗りつぶ
したうえで複写保管し、原本は廃棄処分しました。
　所管課である農山村振興課が発出する狩猟免許試
験のお知らせなどに住民票の写しは個人番号が記載
されていないものに限る旨を明記して申請者へ周知
するとともに、申請受付の際のチェックリストに個
人番号の記載がないことを確認する項目を追加して
再発防止に努めてまいります。



番号 部局名 機関名 監査の結果 講じた措置

令和５年度　普通会計定期監査（後期）結果 （指摘）に係る措置（様式２－１）

23 農林部
農林技術開
発センター
管理部門

　公用車の処分が遅延し
ており、自賠責保険及び
自動車重量税の還付手続
きを行っていない。

　令和３年度（令和４年３月）に事故を起こした公
用車にかかる不用決定・一時抹消登録・鉄くず売
却・永久抹消登録などの処分手続きが遅延した結
果、還付を受けられる期限を過ぎてしまったことか
ら指摘を受けたものであります。
　指摘を踏まえ、公用車の処分に係る還付手続きに
ついて所属内で改めて認識するとともに、今後は処
理状況の進捗管理を複数人で行い、還付に必要な手
続きを速やかに行ってまいります。

24 農林部

農林技術開
発センター
環境研究部
門

　病害虫発生調査業務に
おいて、調査実績が委託
契約額の積算基礎として
想定していた回数を満た
していないにもかかわら
ず、精算がなされていな
いものがある。
　また、受託者が提出す
る報告書の記載に不足が
ある。

　ＪＡと契約締結している「病害虫発生調査業務委
託契約」において、毎月２回の実績報告（病害虫調
査）、毎月５日毎の報告（トラップ調査）、毎週１
回の報告(予察灯）のいずれかの実績報告に基づき支
払うべきところ、調査実績が積算基礎としていた調
査回数を満たしていないにもかかわらず精算をして
いなかったことや、調査報告書に記載する病害虫防
除指導実績の一部に記載漏れがあり、報告書の記載
に不足があったことから、指摘を受けたものであり
ます。
　令和５年度の出納局検査においても同様の指摘を
受け、令和５年度契約から精算処理をするよう契約
を変更し、適正に支出するようにしております。
　また、調査報告書の記載に不足が生じないよう今
後は複数人で確認を行うとともに、積算基礎に用い
る調査時期と実施要領とに齟齬がないよう確認し、
適切に事務手続きを行ってまいります。

25 農林部

農林技術開
発センター
果樹・茶研
究部門

　浄化槽維持管理業務委
託において、再委託の承
認がされていない。

　当該委託業務のうち水質分析について、委託業者
では分析不可能な項目について検査機関へ分析を依
頼し、計量証明書を報告書に添付していますが、契
約書に定めた書面によらず再委託していたことか
ら、指摘を受けたものであります。
　今回の指摘を踏まえ、令和５年度契約において
は、令和６年２月に委託業者から再委託承諾申請を
受理し、承諾しております。
　なお、今後は、委託業者から再委託の申出があれ
ば、すみやかに再委託の承諾申請を徴し、審査のう
え承諾の手続きを行うとともに、契約内容及び報告
書の精査・確認を徹底し、適切な業務管理に努めて
まいります。

26 農林部

農林技術開
発センター
畜産研究部
門

　牛乳の委託販売にかか
る販売手数料について、
請求内容の確認が不十分
である。

　牛乳の委託販売契約において、販売にかかる経費
を県が負担する旨約定していますが、精算書の異な
る項目欄に記載し請求されていた経費について確認
が不足していたことから、指摘を受けたものであり
ます。
　今後は、毎月の精算時に経費の内容を事業担当、
経理担当、決裁者がそれぞれ精査するなど、複数人
での確認を実施し、適切に処理してまいります。



番号 部局名 機関名 監査の結果 講じた措置

令和５年度　普通会計定期監査（後期）結果 （指摘）に係る措置（様式２－１）

27 農林部 農業大学校

　長年、自動販売機電気
使用料の積算を誤り、設
置業者に対し過少請求し
ている。

　本校及び畜産学科に設置されている自動販売機の
電気使用料について、設置業者へ請求している電気
使用料の算出方法を誤り、過少請求していると指摘
を受けたものであります（令和４年度▲9,685円）。
　今年度は年度当初より行政財産目的外使用許可事
務取扱要領に基づき、適正な電気使用料を算出のう
え、設置業者へ請求しております。
　今後は、事務処理にかかる根拠確認の徹底、課内
でのチェック体制の強化を図り、適正な事務処理に
務めてまいります。

28 土木部
県央振興局
建設部
管理課

　有喜漁港海岸環境整備
施設管理委託外１件にお
いて、再委託の承認が不
十分である。

　再委託承認は行っておりましたが一部の業務に関
し、再委託承認時に申請・承認書共に記載が漏れて
いたものです。今年度については市へ指導し、追認
を行いました。
　今後は市との契約時に十分かつ綿密な協議を行
い、再発防止に努めてまいります。

29 土木部
県央振興局
建設部
道路第一課

　橋梁補修事業等におけ
る負担金について、調定
が遅延している。

　令和５年度については、今回の指摘を受け、負担
金に係る調定を速やかに発議しました。今後は、予
算受け入れがわかった時点で速やかに、負担金に係
る調定の手続きを実施します。

30 土木部

五島振興局
管理部
総務課
建設部
道路課

　一般国道384号外5線道
路清掃業務委託（路面清
掃）において、予定価格
等をランダム化により決
定することを告知してい
ない。
　また、委託業務により
生じた産業廃棄物の処分
について、県が排出事業
者として処理を行ってい
ない。

　電子入札システムを使用する委託業務（建設関連
業務委託）は、入札執行通知書をシステムで作成す
る際、ランダム化について自動で表記されるように
なっておりますが、今回の案件は電子入札システム
を使用しない委託業務（事務委託）だったため、入
札執行通知書を作成する際にランダム化についての
記載を失念したものです。
　電子入札システムを使用しない案件については、
決裁欄にランダム化について明記が必要か否かの
チェック欄を設け、決裁ラインにおいても複数人で
確認できるよう改め、再発防止に努めてまいりま
す。
　また、路面清掃業務に係る廃棄物の取り扱いにつ
いては、道路維持課から通知が出ていたことを失念
していたため発生したものです。今後は通知に従い
適切に処理を行ってまいります。

31 土木部
五島振興局
建設部
道路課

　管内道路監視業務委託
において、受託した業者
が従来の受託業者と同一
であるにもかかわらず、
引継期間に係る経費を減
額変更していない。

　道路維持課からの通知が出ていたことを失念して
おり、今後の発注に際しては、通知に従い適切に処
理を行います。



番号 部局名 機関名 監査の結果 講じた措置

令和５年度　普通会計定期監査（後期）結果 （指摘）に係る措置（様式２－１）

32 土木部

五島振興局
建設部
福江空港管
理事務所

　福江空港化学消防車タ
イヤ交換業務において、
不用となったタイヤの処
分を産業廃棄物処分許可
を有していない納入業者
に依頼している。

　タイヤ交換業務においては、相手方が廃タイヤを
無償で引き取る場合を除き、県が廃タイヤの排出事
業者として、産業廃棄物処分許可業者と契約すべき
であることを正しく認識していなかったものであり
ます。
　今後は、産業廃棄物処分に関する法令等を遵守
し、適正な事務処理に努めます。

33 土木部
対馬振興局
建設部
管理課

　対馬地区海岸漂着物等
地域対策推進業務委託２
件において、必要な資格
を有する他業者がいるに
もかかわらず、一者随意
契約を行っている。
　また、うち１件におい
て、変更契約書に県側の
公印が押印されていな
い。

　必要な資格を有する業者が一者だけと誤認してい
たため、発生した案件です。今後は資格を有する者
が複数いないかの確認を確実に行い、適正な事務処
理に努めてまいります。なお、令和４年度に資格を
有していた２者のうち１者の代表者が令和５年度に
亡くなったため、当該業者に廃業予定である旨の聞
き取りを行い、令和５年度においては必要な資格を
有する業者１者と随意契約を行いました。
　また、変更契約書への公印の押印漏れについて
は、変更契約書に振興局長印を押印する際に、割印
はしたものの契約印の押印を漏らしていたもので
す。担当する経理班職員に対し事例を踏まえた周知
と注意喚起を行いました。今後は、財務規則等に基
づき適正な事務処理に努めてまいります。

34 土木部
対馬振興局
建設部
管理課

　竹敷港環境整備施設管
理委託において、再委託
の承認がされていない。

　対馬市が業者に発注している浄化槽管理業務等に
ついて、再委託の承認の対象ではないと誤認してい
たため、発生した案件です。令和５年度において
は、公衆トイレ管理業務については令和５年４月７
日付け、浄化槽維持管理業務については令和５年４
月18日付け、除草作業については令和５年５月12日
付けで再委託の承認を行いました。

35 土木部
対馬振興局
建設部
道路課

　一般国道382号外３線道
路維持工事（トンネル非
常用設備点検業務委託）
において、契約が遅延し
ている。
　また、点検期間が適切
でない。

　例年４回／年を基本として点検する当業務におい
て、令和４年度は、起工が遅れたため７月の契約と
なった案件です。
　令和５年度は６月に契約・点検を行いました。今
後も、年度当初に起工を行い、年間の点検間隔を平
準化するよう努めてまいります。

36 土木部
石木ダム建
設事務所

　石木ダム仮設水道点検
業務委託において、再委
託の承認がされていな
い。

　同種業務については、再委託の確認を行うなど改
善措置を講じました。今後は確実に手続きを行って
まいります。

37 土木部
石木ダム建
設事務所

　トランシーバー外3点の
処分において、産業廃棄
物として処分すべきもの
を一般廃棄物として処分
している。

　今後、不用物品が生じた場合は、産業廃棄物に該
当するかどうかを確認したうえで、関係法令、処分
方法、処分業者等を確認し、適切に処分することと
いたします。



 

 

   

                             R06－40060－01531 

                                                    令和６年６月３日 

    

 長崎県監査委員  下田 芳之 様 

 長崎県監査委員  砺山 祐実 様 

 長崎県監査委員  大場 博文 様 

 長崎県監査委員  堤  典子  様 

     

 

長崎県教育委員会教育長 前川 謙介 

                                                （ 公 印 省 略 ） 

 

令和５年度普通会計定期監査（後期）及び 

  行政監査の結果に係る措置について（通知） 

 

令和６年３月 21日付R05-21000-01236にて提出された監査結果に基づき、別紙の

とおり措置を講じたので通知します。 

        



番号 部局名 機関名 監査の結果 講じた措置

1 教育庁 長崎図書館

　郷土資料デジタルアー
カイブシステム構築等業
務委託で購入された備品
の組入れがなされていな
い。

　委託業務で取得した物品について、備品に該当す
れば組入れにより備品として管理するところです
が、組入れについての認識が不足していたことによ
り生じたものです。
　指摘を受けて当該備品の組入れ処理を行いまし
た。
　今後は、同様の事案が生じないよう所属内におい
て共有するとともに、物品取扱規則に基づき適正な
事務処理に努めてまいります。

2 教育庁
長崎東高等
学校

　エレベーター保守・点
検業務委託において、契
約で定めた点検を行って
いるか確認できず、履行
確認が不十分である。

　本校設置のエレベーターについて、毎月１回の定
期点検及び年１回の機器総合点検を行っています
が、提出された報告書の中で点検結果が確認できな
い項目がありました。
　本業務は、委託業者が点検日当日に口頭により不
具合等の有無について報告し、後日報告書として提
出する流れとなっていますが、口頭の段階で異常が
なかったことで安心してしまい書面で詳細なチェッ
クが行き届かずにいました。点検は行われていたも
のの、報告書の一部に記載漏れがあったことについ
て、発注側としての確認を十分に行っていませんで
した。
　これまで報告書を毎月の支払請求書と合わせて支
出証拠書類に綴じていましたが、点検が必要な時期
が「例月」「年１度」等複数項目があるものについ
て経緯を追いながらチェックできるようにするため
に、今年度より報告書を別綴じとし年間の推移と報
告内容の確認が容易にできるよう改めました。
　今後は、報告書チェックの流れを改めたことによ
り、複数での確認を徹底し、校内設備の安全な運用
を進めていくものとします。

令和５年度　普通会計定期監査（後期）結果 （指摘）に係る措置（様式２－１）



番号 部局名 機関名 監査の結果 講じた措置

令和５年度　普通会計定期監査（後期）結果 （指摘）に係る措置（様式２－１）

3 教育庁
長崎北高等
学校

　旧式見高等学校体育館
の使用許可において、明
確な根拠無く光熱水費を
徴収していない。

  平成19年度末をもって長崎式見高校が閉校し、平
成20年度から本校が旧長崎式見高校の施設及び校地
を管理することとなったが、体育館を施設開放する
際に光熱水費を徴収していませんでした。
　旧長崎式見高校体育館は、本校が管理することと
なった平成20年度当初からは本校の部活動で使用し
ていましたが、その後外部団体に貸し出すようにな
り、平成24年度には旧長崎南商業高校体育館に設置
されていたボルダリング設備が移設され、平成26年
長崎国体における競技力向上対策として県山岳連盟
に貸し出し、練習拠点とされ、長崎国体終了後も継
続して使用許可していたという経緯があります。
　ただ、光熱水費を徴収しなかった理由について、
当時の資料等に記録がなく、関係者から聞き取り調
査を行いましたが、判明しませんでした。
　現在、旧長崎式見高校の施設は老朽化が著しく、
令和5年度から体育館を含む全ての建物の使用を取り
やめ、施設開放していないところではありますが、
今回の指摘を受けて、関係法令等を確認し、光熱水
費の取扱いには慎重を期す等、改めて職員間で共通
認識を図りました。
　今後、学校施設開放の事務手続きにおいては、よ
り厳密な確認作業を行い、法令等との照合を徹底す
るとともに、担当者間の引き継ぎの際には遺漏のな
いよう努めます。

4 教育庁
上対馬高等
学校

　自家用電気工作物保安
管理業務について、一者
随意契約の理由が不適切
である。

　自家用電気工作物保安管理業務について、九州電
気保安協会を相手方とした１者随意契約を締結して
いましたが、近隣の公共施設において別の業者と契
約している事例があるため、１者随意契約とせず複
数の業者で競争するべきであったとの指摘を受けま
した。
　上対馬地区における自家用電気工作物の保安管理
業務については、従来より九州電気保安協会の１者
しか対応できないとの認識を持ち続け、近隣の状況
を確認せずに、前例踏襲により事務処理を行ったこ
とが大きな誤りでした。
　今回、監査事務局からの情報提供を受け、九州電
気保安協会以外の業者に保安管理業務が実施可能で
あるかを確認したところ可能との回答であったた
め、次回契約時は複数の業者で競争する必要がある
ことを事務室で情報共有するとともに、現在の契約
書に競争可能であることをメモし、業者名や電話番
号を貼り付け、担当者が変更となった場合でも適正
に対応できるような措置を講じました。
　今後は、前例踏襲による事務処理を安易に行うの
ではなく、複数の業者による対応が可能か否かなど
について事務室内で十分に検討した上で事務処理を
行います。
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令和５年度　普通会計定期監査（後期）結果 （指摘）に係る措置（様式２－１）

5 教育庁
五島高等学
校

　第一種特定製品定期点
検業務委託において、予
定価格を超えて見積決定
している。

　業務用の大型エアコンや冷凍庫等の第一種特定製
品定期点検業務委託について、業者へ委託してフロ
ンガスの漏えいがないか調査するため、２者から参
考見積を徴取し、うち安価な方で予定価格を算定及
び本見積を行いました。同２者による本見積では、
１者（予定価格として採用していた業者）が辞退
し、もう１者が予定価格を超えて見積りをしたにも
かかわらず、そのまま後者を決定業者としました。
　本来であれば、「不落」とし、再度施行内容を見
直す等行うべきところ、事務長はじめ室員による確
認不足により決定としてしまいました。
　このため、監査後、直接の担当者については、今
自分が持っている知識と経験を最大限活用し、ベス
トの状態で回覧に付すという自覚を再確認し、ま
た、事務長および校長についても、自分は最後の
チェック者であるという自覚を改めて確認し、同様
のミスを起こさないよう、事務室全体で問題点の認
識共有を行いました。
　今後は、室員による施行伺との突き合わせを徹底
するなど最善のチェックを行い、適正な事務処理の
遂行に努めます。

6 教育庁
西彼杵高等
学校

　自家用電気工作物保安
管理業務委託において、
変更契約伺は決裁されて
いるものの、変更契約締
結が遅延している。

　受変電設備（キュービクル）の更新を行ったこと
に伴い、設備容量が変更（仕様変更）となったた
め、年度中途の令和４年４月末に自家用電気工作物
保安管理業務委託契約の一部変更を行うこととなり
ました。その変更契約手続きにおいて、変更契約伺
の決裁は令和４年４月末になされていましたが、書
面での契約書締結が令和４年９月末となっていたも
のである。
　変更契約伺が決裁された後、すぐに変更契約書締
結の事務処理をすべきでしたが、他の事務処理を優
先してしまい、そのまま事務処理を失念してしまっ
たことが原因でした。一連の手続きの中で、作業の
進捗状況等を複数人でチェックする体制がとれてい
れば防げたことであると考えます。
　このため、契約事務チェックリスト等を活用して
進捗状況の確認を行う等、業務の進行管理を複数人
で十分に行っていくこと、また、規則等に基づいた
正確な手続きを行えるよう係員間の相互チェックの
徹底を行っていくこととしました。
　今後は、懸案事項については、事案の大小に関わ
らず、情報共有することとし、担当判断のみで処理
を進めないよう機会あるごとに意識付けを行うとと
もに、情報共有の手段として、スケジューラーに締
切りを入力して複数人で確認・管理する等、業務の
見える化を進めることで、業務の進捗管理を図って
いきます。



番号 部局名 機関名 監査の結果 講じた措置

令和５年度　普通会計定期監査（後期）結果 （指摘）に係る措置（様式２－１）

8 教育庁
佐世保工業
高等学校

　浄化槽解体に伴う浄化
槽汚泥引抜及び清掃業務
において、契約期間の延
長契約を行っているが、
履行保証保険の期間変更
をさせていない。
　また、免除要件を満た
さない契約実績で入札保
証金を免除している。

　浄化槽改築工事に遅れが生じ、当初契約期間では
既存浄化槽の汚泥引抜及び清掃業務を行うことが困
難であることから、契約期間の変更契約を行いまし
たが、その際履行保証保険の契約期間を変更させる
ことを失念していました。
　また、入札保証金については、住宅供給公社が県
営住宅の指定管理者をしている分の契約を県との契
約として位置付け免除していたが、公社等は「国又
は地方公共団体」に含まれないものでした。
　入札保証金免除や契約期間変更に必要となる事務
手続の理解不足、相互チェック体制が不足していた
ことが原因と考えています。
　そのため、今回指摘事項となった原因を事務室内
で共通理解し、相互チェック体制の強化を図ること
としました。
　今後、同様の誤りがないよう通知やマニュアルな
どを十分に確認・理解し、校内のチェック体制を強
化していきます。

7 教育庁
長崎工業高
等学校

　物品の処分において、
不用決定決議を行わない
まま棄却処分している。
　また、点検・照合の結
果について、物品管理者
への報告が不十分であ
る。

　ノートパソコン３台について、不用決定決議を行
うことなく廃棄していました。
　令和３年度の配置物品点検時に、点検担当教諭か
らノートパソコンの廃棄希望が報告されていたが、
不用決定決議を失念したまま他の不用決定決議済み
のノートパソコンとともに処分してしまっていまし
た。
　令和４年度の配置物品点検報告時に、点検担当教
諭から、事務担当者に対し同ノートパソコンについ
ては令和３年度に処分済みであると報告されたにも
かかわらず、不用決定決議を行った書類がなかった
ことから、事務担当者はパソコンがあるものと誤認
し、物品の再点検を求める一方で、物品管理者に対
しては、担当教諭から令和３年度に処分済みである
旨の報告を受けたことを報告していませんでした。
　令和３年度の廃棄希望品２６０点のうち、パソコ
ンについては１００点ほどあり、廃棄処理数が非常
に多いことから、「必ず漏れがある」との認識を
持って、複数の職員でチェックするとともに、点検
担当教諭に対しては、不用決定決議が終了するまで
の間は、廃棄用パソコン集積場所へ移動しないよう
にする旨を連絡すべきでした。
　今回、令和５年度の配置物品点検時において、改
めて点検担当教諭に事情を聴取したところ、既に処
分済みであることが判明しましたが、不用決定決議
及び物品管理システムともに日付を遡っての処理が
できないため、やむを得ず、当該年度に不用決定決
議を行う措置を講じました。
　今後は、不用決定決議と配置物品点検報告との照
合については複数の職員で行うとともに、点検担当
教諭に対しては、不用決定決議が終了するまで物品
を移動しないように連絡を徹底します。また、点検
結果報告についても、担当教諭から報告された点検
結果を物品管理者に報告した後に、点検結果で生じ
た疑問点について対応することとします。



番号 部局名 機関名 監査の結果 講じた措置

令和５年度　普通会計定期監査（後期）結果 （指摘）に係る措置（様式２－１）

9 教育庁
大村工業高
等学校

　外壁調査業務委託にお
いて、予定額（設計額）
の積算が誤っている。

　外壁打診調査において、高さが１１ｍの建物で１
８ｍ級の高所作業車を使用しているが、１２ｍ級で
積算すべきところを１８ｍ級で積算しており、さら
に外壁打診調査の面積に赤外線調査の面積も含めて
おり、その部分について、二重に積算を行っていま
した。
　建物の高さは１１ｍでしたが、高所作業車が入り
にくい場所があり、１８ｍ級だと対応できると考え
積算しましたが、指摘を受け、建物の高さに応じ適
切な高所作業車のクラスを選定することを確認し職
員全員でチェックすることを確認しました。
　今後は、担当者任せにせず、職員全員での相互
チェック体制を強化するともに、余裕をもって業務
を実施していくことを事務室内で共有していきま
す。

10 教育庁
諫早商業高
等学校

　外壁打診調査業務委託
において、予定額（設計
額）の積算が誤ってい
る。

　高所作業車は建物の高さによって、単価を設定さ
れるが、教室棟①・②、職員公舎の積算について、
一律に１８ｍの高さの高所作業車で積算を行ってい
ること、また、高所作業車を必要としない箇所は、
人員が削減されるのではないかと指摘を受けまし
た。
　高所作業車の選定については、建物の高さに応じ
た高所作業車の選定をすべきであったことに加え、
高所作業車を要しない箇所の調査において、人員
数・日数が多く積算されていることについては、別
の調査方法を用いる必要があり、結果として積算の
内容が変わってくるという点を見落としていまし
た。
　そのため、事務室職員全員で今回の指摘事項と
なった原因について共通理解を図るとともに事務室
内のチェック機能を強化するため、個人ではなく
チームで仕事をする意識をもって相互チェックをす
ることを再確認しました。
　今後は、予定額（設計額）の算定を行う際は、誤
りがないよう事務室全体で資料を十分に精査してい
きます。



番号 部局名 機関名 監査の結果 講じた措置

令和５年度　普通会計定期監査（後期）結果 （指摘）に係る措置（様式２－１）

11 教育庁
長崎鶴洋高
等学校

　関係団体が艇庫内に置
いている物品について、
目的外使用許可の手続き
がとられていない。

　本校の艇庫には、部活動所有の物品や水産科関係
の物品、カヌー協会所有の物品など、以前から他団
体の物品が置かれた状態であったため、令和４年度
の実地監査においても管理が不十分であると指摘を
受けました。
　その後、速やかに艇庫内の物品を整理し、一覧表
をまとめたところですが、県以外の関係団体が保管
する物品の行政財産目的外使用許可の手続きを行っ
ていなかったため、指摘を受けました。
　艇庫内に置かれた物品については、艇庫を利用す
る職員や事務室内でも実態を正確に把握していな
かったため、令和４年度の指摘を受け、整理を行い
ましたが、その際に他団体所有物品の行政財産目的
外使用許可の手続きを失念していました。
　そのため、指摘を受け、カヌー協会が今後も艇庫
を使用するか否かについて協議し、その結果、継続
して使用したいとの申し出があったため、速やかに
行政財産目的外使用許可の手続きを行いました。
　今後は、艇庫内の物品について、作成した一覧表
をもとに引き続き適切に管理を行うとともに、他団
体が所有する物品の保管には行政財産目的外使用許
可の手続きが伴うことを管理職、事務室、艇庫を利
用する職員が確実に認識するように周知し、艇庫以
外の施設においても同様に漏れがないように学校全
体で共有していきます。

12 教育庁
佐世保東翔
高等学校

　行政財産目的外使用許
可に伴う使用料に係る延
滞金について、延滞金条
例の適用を誤って計算し
たため、徴収すべきでな
かったものを誤徴収して
いる。

　電柱類の行政財産目的外使用許可における使用料
について、納入期限を過ぎていたため、「長崎県税
外収入延滞金条例」に基づき、延滞利息を徴収した
が、「延滞金の割合等の特例」の「附則」を見落と
していました。
　その附則によれば、当分の間は、この割合をもっ
て算出することとあり、それをもって改めて計算す
ると、延滞金が0円となるため、徴収すべきではな
かったものを誤徴収しているとの指摘を受けまし
た。
　そのため、事務室内で条例の再確認を行い、条例
などに記載してある内容を、十分に確認・理解のう
え、処理を行うよう申し合わせました。
　なお、指摘後、誤徴収の相手方に、謝罪と延滞金
を返却したい旨を伝えたところですが、23円と金額
が少額なこと、昨年度の決算が済んでいることなど
の理由から、返金は不要であるとの回答でした。
　今後、同様の誤りがないよう通知やマニュアルな
どを十分に確認・理解し、校内のチェック体制を強
化していきます。



番号 部局名 機関名 監査の結果 講じた措置

令和５年度　普通会計定期監査（後期）結果 （指摘）に係る措置（様式２－１）

13 教育庁
大村城南高
等学校

　前回監査で指導したに
もかかわらず、生産物等
の販売に係る実習品処分
報告書について、受高の
記載がない。

　令和４年度の書面監査において、「生産物等の販
売に係る実習品処分報告書について、受高の記載が
ない」との指導を受けました。
　出納員へ生産品受入払出通知をする際には、「生
産品受入・実習品払出通知書（様式第１号の２）」
への受高の記載が必要であることを長崎県立学校実
習会計事務取扱要領で確認し、以後記載する是正措
置を講じたものの、「実習品処分報告書（様式第１
号の３）」については、本様式が払出の報告書であ
ることから受高の記載は不要であると誤って解釈し
てしまい、以後も受高の記載を行っていませんでし
た。
　関係例規通知等の確認不足、恣意的な判断により
事務処理を続けていたことが原因であり、今回の監
査後、長崎県立学校実習会計事務取扱要領等を再確
認したうえで、「実習品処分報告書（様式第１号の
３）」についても受高と払高をそれぞれ記載する措
置を講じました。
　今後は、実習品にかかる生産報告から処分報告ま
での取扱いについて事務室内で共通認識を図り、必
要であれば関係所管課に問い合わせるなどし、適正
な事務処理の遂行に努めていきます。



番号 部局名 機関名 監査の結果 講じた措置

令和５年度　普通会計定期監査（後期）結果 （指摘）に係る措置（様式２－１）

14 教育庁
平戸高等学
校

　一般廃棄物収集運搬処
理業務委託において、一
者随意契約の理由が不適
切である。

　平戸市では、地域ごとに分けて収集運搬の許可が
業者に出されているため、本校を含む南部地域の収
集運搬業にかかる許可を受けているのは一者のみで
あるとの理由をもって一者随意契約を締結していま
した。
　しかし、今回の監査受検時に平戸市の担当者に確
認したところ、当該地区は平戸市全域も含め三者が
許可を受けており、三者とも業務委託は可能である
ことがわかり、随意契約検討シートに記載の理由で
は、一者随意契約の理由として誤っているとの指摘
を受けました。
　南部地域のほか、市内全域で許可を受けている業
者も選定可能であったにも関わらず、当該地域の許
可業者が一者であることを理由に安易に一者随意契
約を締結しており、本来ならば、市内全域で許可を
受けた業者が本校での業務が可能であるか否かの検
証を行うべきでした。
　このため、当該地区で許可されている業者だけで
なく、市内全域で許可を受けた業者についても業務
が可能である旨を、平戸市の担当者に確認する措置
を講じました。また、令和６年度の委託契約におい
ては、本校での業務が可能であるとの判断のもと、
複数の業者で見積合わせを行い業者選定を行いまし
た。
　今後は、一般廃棄物収集運搬処理業務委託におい
ては、対象期間における許可業者を平戸市に確認し
たうえで事務処理を進めていくこととし、また、他
の業務においても、一者随意契約を締結しようとす
る場合は、十分に内容を精査したうえで、その理由
を明確に説明できるようにします。

15 教育庁
平戸高等学
校

　浄化槽保守管理業務委
託において、再委託の承
認がされていない。

　 浄化槽保守管理業務委託について、仕様書に定め
ている年２回の検水業務を、委託している業者とは
別の業者が行っている（再委託）が、再委託を承諾
した旨を確認できる書類を整備していませんでし
た。
　年２回の検水業務については、委託業者とは別の
業者が行っているという認識があったにも関わら
ず、水質検査は特定の業者しか行うことができない
ということもあり、再委託であるとの認識がなかっ
たことから、契約書に定める書面での承諾を失念
し、別の業者の書面による検査結果の報告をもって
履行の確認としていました。
　監査後、契約書に定める再委託に関する書面の承
諾を行うとともに、本校が締結しているその他の委
託契約に関しても、再委託をしている業務が無いか
確認を行いました。
　今後は、委託契約に関する手続きを行う際等にお
いて、契約書の内容の精査・把握に努めるととも
に、再委託にあたる業務の有無の確認を複数の職員
で行うようにします。



番号 部局名 機関名 監査の結果 講じた措置

令和５年度　普通会計定期監査（後期）結果 （指摘）に係る措置（様式２－１）

16 教育庁 ろう学校
　佐世保分教室におい
て、水道の管理が不十分
である。

　屋外水道が出しっ放しになっていたことと漏水が
重なり、水道料金が増加しました。
　屋外水道について、「誰が・いつから」水道を出
しっ放しにしてたか確認できず、使用量全体のう
ち、どれだけが不注意による分でどれだけが漏水に
よる分なのか数量を確定することができなかったた
め、還付請求を行うことができませんでした。
　大雨・台風の後などを除き、通常は退庁前に部主
事（教育職）による校舎内の施錠確認や児童等の動
線上の安全確認を中心に見回りを行っているもの
の、敷地内全体の見回りについては、月に１・２回
程度でした。
　このため、水道の適切な使用について、職員に対
する周知及び週末にグラウンドを利用している関係
団体（地域のソフトボール・ラグビーチーム）に対
する注意喚起を行うとともに、敷地の見回りを強化
し、特に週の始まりの月曜日については、何かある
のではないかという意識を持ってグラウンドや校舎
周辺（蛇口を含む）等の見回りを行っているところ
です。
　今後も、引き続き、上記の措置を徹底することに
より、水道の適正な管理に努めます。

17 教育庁
佐世保特別
支援学校

　産業廃棄物収集・運搬
及び処分業務委託におい
て、予定単価を超過した
見積書を決定としてお
り、その結果、予定総価
格額及び予算額を超えて
契約している。
　また、予定額の積算に
おいて、産業廃棄物税相
当額が含まれていること
が不明確である。

　廃プラスチック類の処分業務委託にかかる単価契
約について、予定単価（4,000円／ｍ３）を超えた単
価（6,000円／ｍ３）により落札決定し、契約してい
ました。本来は、見積執行通知書にも記載のとお
り、予定単価を超えているため、不落とすべきでし
た。また、予定価格の積算に使用した参考見積書に
ついて、見積額に産廃税相当額が含まれている旨を
業者に口頭にて確認していたものの、参考見積書に
はその旨が記載されていませんでした。
　年度当初の事務量が増える時期のため、平時より
チェック機能が低下していたこと、参考見積書を徴
して予定価格として採用した業者から提出された見
積書であったため、参考見積書を上回る金額で見積
書が提出されることはないだろうという思い込みが
あったこと、毎回産廃税を含んだ額の見積書が提出
されていたため、今回も当然産廃税が含まれている
と思い、書類に記載してもらうことを怠ったことが
原因であったと考えます。
　このため、監査後、今回の指摘内容及び原因につ
いて事務室内で情報共有を行い、下記の再発防止策
を講じました。
　まず、予定価格を越えて決定していた件について
は、見積決定時に、起案の予定価格のところに付箋
を貼って回覧することで予定価格と見積価格を意識
して比較するようにし、校内用に作成したチェック
リストを用いてチェックすることにより、予定価格
を超過して決定、契約しないようにしました。
　また、産業廃棄物処分の契約にかかる産廃税につ
いても、参考見積に金額等が記載されている旨、確
認を徹底するとともに、施行伺の予定価格の欄に産
廃税について記載欄を設け確認することにより失念
しないようにしました。
　今後は、上記の措置を徹底し、適正な事務処理の
遂行に努めます。



番号 部局名 機関名 監査の結果 講じた措置

令和５年度　普通会計定期監査（後期）結果 （指摘）に係る措置（様式２－１）

18 教育庁
佐世保特別
支援学校

　保管金において、還付
すべき所得税が還付され
ていないものがある。

　看護師の報酬の支出において、令和４年１月以降
に令和３年分の年末調整による超過税額を充当し
て、２，５５０円を返金する予定でしたが、１月給
与で充当予定だった所得税２，５５０円を誤って控
除していました。（保管金受入）そのため２月給与
で２，４６０円を充当し３月にも残りの９０円を充
当して返金すべきでしたが失念し保管金に残ったま
まになっていました。
　年末調整の結果の内訳表等が１月の報酬に添付さ
れておらず、充当すべき対象者のチェックができて
いなかったこと、所得税の納入が終わった後には保
管金はゼロになるはずであるが、何の分が残ってい
るのかチェックされていなかったこと等が、年度を
超えて長い間還付されていなかった原因であると考
えます。
　今回還付漏れが判明しましたので、本人へ還付手
続きを行い還付は完了しました。
　年末調整時に報酬システムで作成する還付内訳書
については、１月以降還付が終了するまで毎回金額
を修正しながら添付し担当以外もチェックできるよ
うにするとともに、毎月の保管金（所得税）払出に
おいては、支払予定額が財務端末から出力する保管
金出納照会画面の残額と一致するか、支払後に残金
ゼロになるかを確認して残っている場合は原因を確
認し対応処理するよう改めました。

19 教育庁
川棚特別支
援学校

　Ｂ棟屋上パラペット改
修工事において、使用材
料の規格が変更されてい
るにもかかわらず、契約
変更を行っていない。

　契約相手方より、使用材料の規格を変更したいと
申し出があり、業者から金額変更の申し出がなかっ
たことから、設計額の減はないと考え、変更契約を
行ないました。
　しかしながら、これらの材料は面積によって積算
が行われており、使用材料の変更は請負代金に変更
が生じることから、設計額を積算したうえ、設計変
更の検討を行い、その結果を工事打合せ簿に記載し
ておく必要がありました。
　担当者を含め、財務規則等の法令等、根拠をもっ
た事務手続が曖昧であったものと考えており、今回
の指摘を受け、事務室内で工事の打合せ簿を回覧す
る場合は、契約変更について意識するよう共通認識
を図りました。
　今後は、打合せ等による変更で設計額に変更が生
じないか常に意識し、相互チェック体制強化も含
め、事務室内で契約変更の必要性について検討し、
工事の執行を実施していきます。



番号 部局名 課（室）名 監査の結果 講じた措置

令和５年度　普通会計定期監査（後期）結果 （意見）に係る措置（様式２－１）

1 教育庁

教育環境整
備課

○学習用パソコン等の貸付
について

　県立学校においては、在
籍する児童生徒に対して学
習用パソコン等の貸付を
行っており、長崎県立学校
学習用パソコン等貸付規程
に「亡失したとき又は損傷
した場合、当該事由が利用
者の故意又は重大な過失に
よるものと認められるとき
は、修繕等の費用は利用者
の負担とする」旨が定めら
れているが、故意又は重大
な過失と判断する場合の具
体的な事例は示されておら
ず、各学校の判断に任され
ている。
　令和４年度決算では、貸
付けた学習用パソコン
23,769台において、故意又
は重大な過失によるもので
はないとして公費で修繕し
たものが574件あり、その費
用は19,546千円に上ってい
るが、学校による損傷等の
状況確認が不十分なものも
見受けられる。
　故意又は重大な過失につ
いての具体的な判断事例を
示すとともに、教職員、生
徒及び保護者に対して周知
徹底し、学習用パソコン等
のより適正な管理に努めら
れたい。

　学習用パソコン等の適正な管理については、これ
までも、令和４年７月７日付「１人１台パソコンの
管理徹底について（通知）」や、令和５年２月１日
付「１人１台パソコン管理徹底及び破損対策調査に
ついて（通知）」において、故障・破損報告の事例
や机にストッパーを取り付けるなどの落下防止策の
好事例を参考に、最善の注意を払ってパソコン等を
取り扱うよう教職員及び生徒に対して周知徹底する
旨、通知したほか、校長会や事務長会の会議におい
て定期的にパソコン等の管理徹底について依頼する
といった措置を講じてきました。
　一方、パソコン等が亡失又は損傷した場合、故意
又は重大な過失によるものか否かの判断については
各学校に委任していますが、故意又は重大な過失に
あたる具体的な判断事例を明示していませんでし
た。
　したがって、今後は、パソコン等の故障破損報告
の事例や落下防止策の好事例のほかにも、故意又は
重大な過失に該当する具体的判断事例も明示した通
知を各学校あてに通知するとともに、学校内のみな
らず登下校中や家庭内においても最善の注意を払っ
てパソコン等を取り扱うよう、教職員、生徒及び保
護者に対して周知徹底し、適正な管理に努めていき
ます。



番号 部局名 課（室）名 監査の結果 講じた措置

令和５年度　普通会計定期監査（後期）結果 （意見）に係る措置（様式２－１）

2 教育庁

教育ＤX推
進室

○学習用パソコン等の貸付
について

　県立学校においては、在
籍する児童生徒に対して学
習用パソコン等の貸付を
行っており、長崎県立学校
学習用パソコン等貸付規程
に「亡失したとき又は損傷
した場合、当該事由が利用
者の故意又は重大な過失に
よるものと認められるとき
は、修繕等の費用は利用者
の負担とする」旨が定めら
れているが、故意又は重大
な過失と判断する場合の具
体的な事例は示されておら
ず、各学校の判断に任され
ている。
　令和４年度決算では、貸
付けた学習用パソコン
23,769台において、故意又
は重大な過失によるもので
はないとして公費で修繕し
たものが574件あり、その費
用は19,546千円に上ってい
るが、学校による損傷等の
状況確認が不十分なものも
見受けられる。
　故意又は重大な過失につ
いての具体的な判断事例を
示すとともに、教職員、生
徒及び保護者に対して周知
徹底し、学習用パソコン等
のより適正な管理に努めら
れたい。

　学習用パソコン等の適正な管理については、これ
までも、令和４年７月７日付「１人１台パソコンの
管理徹底について（通知）」や、令和５年２月１日
付「１人１台パソコン管理徹底及び破損対策調査に
ついて（通知）」において、故障・破損報告の事例
や机にストッパーを取り付けるなどの落下防止策の
好事例を参考に、最善の注意を払ってパソコン等を
取り扱うよう教職員及び生徒に対して周知徹底する
旨、通知したほか、校長会や事務長会の会議におい
て定期的にパソコン等の管理徹底について依頼する
といった措置を講じてきました。
　一方、パソコン等が亡失又は損傷した場合、故意
又は重大な過失によるものか否かの判断については
各学校に委任していますが、故意又は重大な過失に
あたる具体的な判断事例を明示していませんでし
た。
　したがって、今後は、パソコン等の故障破損報告
の事例や落下防止策の好事例のほかにも、故意又は
重大な過失に該当する具体的判断事例も明示した通
知を各学校あてに通知するとともに、学校内のみな
らず登下校中や家庭内においても最善の注意を払っ
てパソコン等を取り扱うよう、教職員、生徒及び保
護者に対して周知徹底し、適正な管理に努めていき
ます。



 

 

 

                           長公委（会）第１号 

                                                 令和６年５月 23 日 

    

 長崎県監査委員  下田 芳之 様 

 長崎県監査委員  砺山 祐実 様 

 長崎県監査委員  大場 博文 様 

 長崎県監査委員  堤  典 子  様 

 

長崎県公安委員会委員長  

安部 惠美子 

                                                  （ 公 印 省 略 ） 

 

令和５年度普通会計定期監査（後期）及び 

  行政監査の結果に係る措置について（通知） 

 

令和６年３月 21日付 R05-21000-01236にて提出された監査結果に基づき、別紙のと

おり措置を講じたので通知します。 

 

  

 

 

 



番号 部局名 機関名 監査の結果 講じた措置

1 警察本部 長崎警察署

　東長崎寮電気代につい
て、支払期限を過ぎて支
払っており、延滞利息が
発生している。

　令和４年12月27日に延滞利息176円を九州電力
（株）に対し支出済みです。
　今後は、請求書等に記載された納入期限を複数人
で点検、管理し、支払遅延の絶無に努めます。

2 警察本部 西海警察署

　安全運転管理者講習受
講手数料の徴収におい
て、誤って収入印紙に消
印している。

　認可等の事務を行う担当職員に対し、「長崎県証
紙条例の施行について」第６に記載されている「証
紙の消印に関する事項」について改めて指導を行い
ました。
　今後は、長崎県証紙条例などに基づき、適正な許
認可事務を行い、再発防止に努めます。

3 警察本部 大村警察署

　自動車保管場所証明申
請手数料の徴収におい
て、誤って収入印紙に消
印している。

　認可等の事務を行う担当職員に対し、「長崎県証
紙条例の施行について」第６に記載されている「証
紙の消印に関する事項」について改めて指導を行い
ました。
　今後は、長崎県証紙条例などに基づき、適正な許
認可事務を行い、再発防止に努めます。

4 警察本部 相浦警察署

　相浦警察署一般廃棄物
収集運搬処理業務委託に
おいて、産業廃棄物（蛍
光灯）を処分している。

　今後、ゴミの分別について、一般・事業系廃棄物
の分別をよく認識し、産業廃棄物の処分の際は、事
業系産業廃棄物として、別途有資格業者と契約した
上で適正な処分を行います。

5 警察本部 江迎警察署

　江迎警察署空調機冷媒
用分岐管取替修繕2件にお
いて、冷媒の充填実績が
減少したにもかかわら
ず、契約を変更していな
い。

　今後は、仕様書に「充填量が仕様書に示した量に
満たない場合は減額の契約変更を実施する」旨を記
載し適正に事務手続きを行います。

令和５年度　普通会計定期監査（後期）結果 （指摘）に係る措置（様式２－１）


